
令和３年度相談支援従事者指導者養成研修

都道府県研修の効果的な実施に
向けて

神奈川県 福祉子どもみらい局

福祉部障害福祉課

9:10～9:45 話題提供①
神奈川県の相談支援体制整備について

9:45～10:45  グループワーク①

10:45～10:55 休憩（10分）

10:55～11:15 話題提供②
新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた研修
の開催方法について

11:15～12:00 グループワーク②

12:00～13:00 昼休憩（60分)

自治体職員コースの流れ（午前）



13:00～13:10 話題提供③－１
神奈川県の市町村相談支援体制構築への取組み

13:10～13:40 話題提供③－２
市町村の相談支援体制構築に向けた都道府県
の役割について

13:40～14:40 グループワーク③
各都道府県の取組状況及び今後の展望

14:40～15:00 総括

自治体職員コースの流れ（午後）

神奈川県の相談支援体制構築に
向けた取組み

話題提供①



神奈川県の障がい保健福祉圏域（令和3年4月1日現在）

話題提供①（圏域ネットワーク形成等事業）

話題提供①（圏域ネットワーク形成等事業）

障害保健福祉圏域ネットワーク形成等事業（H19～）

圏 域 法 人 名    （事  業  所  名） 

横須賀・三浦 社会福祉法人海風会（地域支援センター） 

湘南東部 特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワーク（えぽナビ） 

湘南西部 社会福祉法人常成福祉会（丹沢自律生活センター総合相談室） 

県央 社会福祉法人唐池学園（相談センターゆいまーる） 

県西 社会福祉法人風祭の森（地域支援センターひまわり） 

 



神奈川県障害者自立支援協議会のイメージ（令和3年4月1日現在）

話題提供①(ネットワーク形成等事業）

話題提供①（ネットワーク形成等事業）

県西障害保健福祉圏域ネットワーク形成等事業のネットワーク形成の一例



話題提供①（H30～R２年度事業）

相談支援事業所運営支援事業費補助金（H30～R２年度）

話題提供①（H30年度～事業）

相談支援従事者プレ研修（H30年度～）



話題提供①（H30年度～事業）

相談支援体制充実強化事業（R1～R２年度）

〇 背景

～略～

本県の相談支援専門員の人数は、令和２年４月現在1,486人で、障がい当事者が
サービス等利用計画案を作成するいわゆるセルフプラン率は、令和２年３月現在、障
がい者42.6%、障がい児56.3%と全国で最も高い数値となっており、必要な方に十分
なサービスが行き渡っていない実情があります。

更に、経験の浅い相談支援専門員が、支援困難事例に直面することで、限界を感じ
、燃え尽きて離職することもあると承知しています。

そこで県では、困難を抱える相談支援専門員の活動を支援するため、学識経験者
や精神科医師のほか、経験豊富な相談支援専門員も加わって、当該事例に係る支
援の方法などの助言を行う事例検討会を実施しました。

そして、同様に困難事例に直面している相談支援専門員の皆様にとって一助となる
よう、この検討会の取組を事例集としてまとめました。

出典：2021.3「支援困難事例に関する対応事例集」１P

話題提供①（R１～２年度事業）

相談支援体制充実強化事業（R1～R２年度）



相談支援体制充実強化事業（R1～R２年度）

話題提供①（R１～２年度事業）

話題提供①（H30年度～事業）

相談支援体制充実強化事業（R1～R２年度）

〇 事例集の活用方法

この事例集では、支援困難事例※１を「多問題家族」、「精神疾患等」、「強度行動
障害」の３分野に分類しています。
また、一連の支援の流れを把握できるよう、「事例概要」→「課題」→「課題解決に

向けた取組」→「参加した相談支援専門員等の感想」→「この事例から学ぶこと」の順
で記載しています。
また、支援困難事例に向き合うための14のポイントにまとめ整理しました。この14

のポイントは、相談支援専門員の皆様の実際の支援の中で適切な対応方法を考える
ヒントになると思います。

※１ 支援困難事例とは

本事業では、人格障がい、強度行動障がいなどにより問題行動のある障がい者、触法障がい者など、相談支援専門員にとって負担感が大きい
事例としました。

出典：2021.3「支援困難事例に関する対応事例集」2P



相談支援体制充実強化事業（R1～R２年度）

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課
神奈川県ホームページ「相談支援体制の充実のために」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/20210406.html

話題提供①（R１～２年度事業）

新型コロナウイルス感染症対策を
踏まえた研修の開催方法について

話題提供②



話題提供②

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた研修
の開催方法について意見交換の視点

① 令和２年度と令和３年度の研修の実施状況

② 開催の判断基準

③ オンライン講義の課題

④ その他

市町村の相談支援体制構築に向
けた都道府県の役割について

話題提供③－１



指定状況 事業所数（神奈川県）

計画相談支援及び障害児相談支援 ２８５

計画相談支援のみ ３０８

障害児相談支援のみ １４

合計 ６０７

機能強化型サービス利用支援費 事業所数（全体の割合）

Ⅰ １０（１．６％）

Ⅱ １９（３．１％）

Ⅲ ３８（６．２％）

Ⅳ １４（２．３％）

合計 ８１（１３．３％）

体制加算 事業所数（全体の割合）

主任相談支援専門員配置加算 １３（２．１％）

行動障害支援体制加算 ６６（１０．８％）

要医療児者支援体制加算 ４４（７．２％）

精神障害者支援体制加算 ９９（１６．３％）

話題提供③－１（本体報酬及び加算の取得状況）

≪従たる事業所及び複数事業所による協働体制の確保≫

①従たる事業所の設置
人口の少ない地域においてもきめ細やかな相談窓口の設置を確保するた
め、サテライト事業所の設置を可能とする。

<イメージ>

②複数事業所による協働体制
24時間の連絡体制、人員配置体制について、協働体制を確保する。
（要件：（１）～（４）全てを満たす必要がある）
（１）協働する全ての事業所が、同一市町村に所在すること（又は圏域の地域
生活支援拠点（市町村承認及び運営規定記載）等に位置づいていること）

（２）協働する事業所間で協定を締結していること
（３）協定を締結した事業所間で月１回の体制要件の確認を行うこと
（４）原則全職員が参加するケース会議等を月２回以上共同開催すること
<イメージ>

Ａ主
a
従

Ａ支援費
Ⅲ

B支援費
Ⅲ

要件を満たす協働体制

Ａ、Ｂそれぞれ
の事業所で支
援費Ⅰ算定可

主従で一体の事業所
としてみなす（指定は
主たる事業所所在市

町村）

話題提供③－１（令和３年度報酬改定講義）



話題提供③－１（研修修了者就業状況調査）


